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糸島市中小企業振興基本条例 
玄界灘に面し、⼤陸からの新文化の玄関口として栄えた糸島は、古代から多くの人々がつ

どい、中国の史書「魏志倭人伝」に「伊都国」としてその名を残しています。この地は、縄
文、弥⽣、古墳時代からの輝かしい歴史に加え、江⼾時代に唐津街道の宿場町として栄えた
時代を経て、人と豊かな自然の調和を図りながら発展してきました。 

近年、自然の豊かさが再認識される中、多種多様な農林水産物やそれらを活用した産品が
注目を集め、関連する産業の活性化や中小企業間・産業間の連携による地域経済の好循環が
⽣まれています。また、九州⼤学を中心とする学術研究機関の知的資源や研究機能を活用し
た先端産業の集積や新産業の創出などの可能性を秘めています。 

こうした糸島市の経済発展の基礎を築き原動力となってきたのは、市内の事業所の⼤多
数を占める中小企業です。 

中小企業は、事業の持続・発展に伴う雇用の創出や労働者所得の確保に寄与するとともに、
市⺠⽣活の向上、地域コミュニティの担い手、災害時の対応など、本市のまちづくりに幅広
く重要な役割を担っています。 

しかしながら、就労人口の減少、若者の市外での就職、中小企業の後継者不足、災害等の
頻発による事業継続の断念、急速な技術革新に伴うビジネス環境の変容など、中小企業は⼤
きな変化の局面にあります。 

このような局面にあるからこそ、中小企業の自主的な努力を基本としつつも、市は中小企
業振興を重要政策として位置付け効果的な施策を実行し、中小企業⽀援団体等は中小企業
の経営に実効性のある⽀援を提供し、教育機関は本市の中小企業の現状を知り次世代を担
う者に伝え、市⺠は消費者として本市経済の一翼を担っていることを意識することによっ
て、中小企業の持続的発展に一丸となって取り組むことが必要です。 

ここに、中小企業の振興を図ることにより、地域に根付く中小企業を創出し、育成し、存
続させ、さらに次世代に引き継ぐとともに、市⺠や市内で働く人たちが働くことへ⽣きがい
を感じ、人⽣を豊かに過ごす持続可能なまちを実現するため、この条例を制定します。 

（目的） 
第１条 この条例は、中小企業が本市の経済及びまちづくりにおいて重要な役割を果たし

ていることに鑑み、中小企業の振興について基本理念を定め、市の責務、中小企業者が努
めるべき事項等を明らかにするとともに、中小企業の振興に関する施策の基本となる事
項を定めることにより、中小企業の振興に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もっ
て本市経済の健全な発展及び市⺠⽣活の向上を図ることを目的とする。 
（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによ
る。 
(1) 中小企業者 中小企業基本法（昭和38年法律第154号）第２条第１項に規定する中小

企業者であって、市内に事務所又は事業所（以下「事務所等」という。）を有するもの
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をいう。 
(2) 小規模企業者 中小企業基本法第２条第５項に規定する小規模企業者であって、市

内に事務所等を有するものをいう。 
(3) 中小企業⽀援団体 商工会その他中小企業者に対する⽀援を行う団体をいう。 
(4) 金融機関等 銀行、信用金庫、信用協同組合その他の金融機関及び信用保証協会で

あって、中小企業者に対する⽀援を行うものをいう。 
(5) 教育機関 学校教育法（昭和22年法律第26号）第１条に規定する学校及び同法第124

条に規定する専修学校であって、市内に所在するものをいう。 
(6) ⼤学等研究機関 学校教育法第１条に規定する⼤学その他研究開発を行う機関であ

って、市内において研究開発を行うものをいう。 
(7) ⼤企業者 市内に事務所等を有する事業者のうち、中小企業者以外のものをいう。 
（基本理念） 

第３条 中小企業の振興は、中小企業者自ら経営の改善及び向上に努めるとともに、本市の
農林水産物、多様な人材その他本市の特性を活かし、かつ、守りながら、中小企業者、国、
県、市、中小企業⽀援団体、金融機関等、教育機関、⼤学等研究機関及び⼤企業者の相互
連携並びに市⺠の協力を基本として推進されなければならない。 

２ 中小企業の振興は、中小企業一般に比して経営基盤がぜい弱な小規模企業者に配慮し
て推進されなければならない。 
（市の責務等） 

第４条 市は、前条に定める基本理念にのっとり、中小企業の振興に関する施策を総合的に
策定し、及び実施しなければならない。 

２ 市は、中小企業の振興に関する施策の実施に必要な財政上の措置を講じるよう努める
ものとする。 

３ 市は、中小企業の振興に関する施策を効果的に推進するため、中小企業者、国、県、中
小企業⽀援団体、金融機関等、教育機関、⼤学等研究機関及び⼤企業者と密に連携するよ
う努めるものとする。 

４ 市は、中小企業の振興に関する施策を推進するため、研修及び人材交流を通じて、専門
的知識及び経験を有する職員の育成に努めるものとする。 

５ 市は、工事の発注並びに物品及び役務の調達に当たっては、予算の適正な執行に留意し
つつ、中小企業者の受注機会を増⼤するよう努めるものとする。 
（中小企業者の努力） 

第５条 中小企業者は、経済的社会的環境の変化に対応して、自主的に経営の改善及び向上
に努めるものとする。 

２ 中小企業者は、地域における雇用の維持創出及び人材の育成並びに労働環境の整備に
自主的に取り組むよう努めるものとする。 

３ 中小企業者は、その事業活動を通じて、地域の活性化並びに防災及び災害復興に資する
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よう努めるものとする。 
４ 中小企業者は、中小企業⽀援団体への加入に努めるとともに、市及び中小企業⽀援団体

が実施する中小企業の振興に関する施策に協力するよう努めるものとする。 
（中小企業⽀援団体の役割） 

第６条 中小企業⽀援団体は、中小企業者の加入を促進し、中小企業者の経営の改善及び向
上を図るための取組を積極的に⽀援するよう努めるものとする。 

２ 中小企業⽀援団体は、中小企業者及び地域の現状把握に努めるとともに、市が実施する
中小企業の振興に関する施策に協力するものとする。 
（金融機関等の役割） 

第７条 金融機関等は、中小企業者の資金需要に対する適切な対応並びに中小企業者の経
営の改善及び向上に対する⽀援に努めるものとする。 

２ 金融機関等は、市内における創業に対し、積極的な⽀援に努めるものとする。 
（教育機関等の役割） 

第８条 教育機関は、キャリア教育を通じて、地域に貢献し次世代を担う人材の育成に努め
るものとする。 

２ ⼤学等研究機関は、研究開発及びその成果の普及を通じて、中小企業の振興に努めるも
のとする。 
（⼤企業者の役割） 

第９条 ⼤企業者は、その事業活動を通じて、中小企業の振興に協力するよう努めるものと
する。 
（市⺠の理解及び協力） 

第10条 市⺠は、中小企業の振興が本市経済の健全な発展、雇用の創出及び市⺠⽣活の向上
に寄与することの重要性を理解し、市内での消費行動その他の活動を通じて、中小企業の
振興に協力するよう努めるものとする。 
（基本施策） 

第11条 市は、第３条に定める基本理念にのっとり、次に掲げる施策を実施するものとす
る。 
(1) 経営基盤の強化、経営の革新及び持続的な発展に関する施策 
(2) 人材の確保及び育成並びに労働環境の整備に関する施策 
(3) 創業及び事業承継に関する施策 
(4) 災害等緊急時の事業継続及び回復に関する施策 
(5) 中小企業間及び産業間の連携による経済循環に関する施策 
（振興計画） 

第12条 市⻑は、中小企業の振興に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、中小
企業の振興に関する計画を策定する。 

 （振興審議会） 
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第13条 この条例の適正な運営を図るため、地方自治法（昭和22年法律第67号）第138条の
４第３項の規定に基づき、糸島市中小企業振興審議会を置く。 

２ 糸島市中小企業振興審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。 
（実施状況の公表） 

第14条 市⻑は、中小企業の振興に関する施策の実施状況を公表するものとする。 
 （委任） 
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、市⻑が別に定める。 

附 則 
この条例は、公布の日から施行する。 
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糸島市中小企業振興審議会規則 
（趣旨） 

第１条 この規則は、糸島市中小企業振興基本条例(令和２年糸島市条例第 27 号。以下「条
例」という。)第 13 条第２項の規定に基づき、糸島市中小企業振興審議会(以下「審議会」
という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。 
（所掌事務） 

第２条 審議会は、市⻑の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議する。 
(1) 条例第 11 条に規定する施策に関すること。 
(2) 条例第 12 条に規定する計画に関すること。 
(3) その他市内の中小企業の振興に関すること。 
（組織） 

第３条 審議会は、委員 15 人以内で組織する。 
２ 委員は、次に掲げる者のうちから市⻑が委嘱する。 

(1) 中小企業関係者 
(2) 学識経験を有する者 
(3) 金融機関等関係者 
(4) 一般公募した市⺠ 
(5) 市⻑が特に必要と認める者 
（任期） 

第４条 委員の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。 
２ 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（会⻑及び副会⻑） 
第５条 審議会に会⻑及び副会⻑それぞれ１人を置き、委員の互選によりこれを定める。 
２ 会⻑は、会務を総理し、審議会を代表する。 
３ 副会⻑は、会⻑を補佐し、会⻑に事故があるとき、又は会⻑が欠けたときは、その職務

を代理する。 
（会議） 

第６条 審議会の会議は、会⻑が招集し、その議⻑となる。 
２ 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければこれを開くことができない。 
３ 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議⻑の決するところに

よる。 
４ 審議会において必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その説明若し

くは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。 
（庶務） 

第７条 審議会の庶務は、産業振興部商工観光課において処理する。 
（補則） 
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第８条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会⻑が審議会に
諮って別に定める。 

附 則 
（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 
（任期の特例） 

２ この規則の施行の日以後最初に委嘱された審議会の委員の任期は、第４条第１項本文
の規定にかかわらず、令和５年３月 31 日までとする。 
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糸島市中小企業振興審議会委員 

令和３年 10 月１日現在 

氏名 機関・団体名 選出区分 

⼤舘 照光 糸島市商工会 
会⻑ 中小企業関係者 

中原 理臣 （株）イトキュー 
代表取締役社⻑ 中小企業関係者 

吉田恵美子 アイスタイルエステート 
代表 中小企業関係者 

小津 智一 （一社）福岡県中小企業家同友会 
糸島⽀部 中小企業関係者 

福島 良治 いとしまちカンパニー合同会社 
代表社員 中小企業関係者 

藤野 寛太 福岡県福岡中小企業振興事務所 
所⻑ 中小企業関係者 

村上 剛人 福岡⼤学商学部 
教授 学識経験を有する者 

丸田 博美 糸島金融協会会⻑ 
（福岡銀行糸島⽀店⻑） 金融機関等関係者 

徳重裕二郎 糸島市中学校校⻑会 
（志摩中学校⻑） 

市⻑が特に必要と認める者 
（教育機関） 

尾崎 恭子  一般公募した市⺠ 

⼤城 悦徳  一般公募した市⺠ 

安武 美歩  一般公募した市⺠ 
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糸島市商工会および中小企業家同友会による中小企業実態調査結果 

（概要版） 
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